
                      

 
 
 

知事コメント  
 

本日起動した高浜１号機は、運転開始から４８年が経過

し、また、１２年間停止していたプラントである。関西電

力においては、最大限の注意を払い、これまで以上に慎重

かつ安全な運転に努め、原子力に対する県民の信頼を得て

いかなければならない。 

 

国は、原子力基本法に明示された「国の責務」に基づき、

原子力発電所の安全性向上に不断に取り組むとともに、県

民・国民の理解を得ていく必要がある。 

 

 県としても、高浜１号機の運転について、引き続き厳格

に監視していく。 

令和５年７月２８日 

 ・高浜発電所１号機の原子炉起動

について 


